
県の手数料収納窓口で納付してください。
※現金、クレジットカード、コード決済、電子マネーが使えます。

手数料名：

既存建築物を前提とした総合的設計による一団地の建築物の容積率

C2025150700013701

\

窓口で発行されたレシート（「申請書等に貼付け」と記載のあるもの）を貼付けください。

県確認用 【 一団地許可（連坦 】

手数料等納付証明書貼付用紙

レシート貼付欄


